
公益社団法人 日本獣医師会会長 殿
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令和2年6月11日

狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令の施行について

貴会におかれましては、 日頃から狂犬病予防対策への格段の御理解と御尽力を賜り、厚

く御礼申し上げます。

狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令（令和2年厘生労働省令第 121 号）が本日

公布され、 別添のとおり、 各都道府県、保健所設置市及び特別区の衛生主管部（局）長あ

てに通知しましたので、貴会におかれましても狂犬病予防業務の推進について連携方御協

力いただくとともに、 貴会会員への周知等について、 特段の御配慮をお願い致します。

なお、 公益財団法人日本動物愛護協会、公益社団法人日本動物福祉協会及び公益社団法

人日本愛玩動物協会に対しても周知等について協力を依頼していることを申じ添えます。

（別紙）



健感発 0611第１号 

令和２年６月 11日 

  都 道 府 県 

各 保健所設置市  衛生主管部（局）長 殿 

   特 別 区 

厚生労働省健康局結核感染症課長 

（ 公 印 省 略 ） 

狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令の施行について(施行通知) 

本日、狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令（令和２年厚生労働省令第 121号）

が公布されたところ、改正の概要等は下記のとおりですので、御了知の上、関係者へ周知

いただくとともに、その適切な運用に御配慮願います。 

記 

１ 改正の概要 

令和２年 12月 31日までの間、新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延の影響に

よるやむを得ない事情により、狂犬病予防法施行規則（昭和 25年厚生省令第 52号）第

11 条第１項又は第２項において規定する期間内に狂犬病の予防注射を受けさせること

ができなかった犬の所有者又は管理者について、当該事情が消滅した後速やかにその犬

について狂犬病の予防注射を受けさせたときは、当該期間内に注射を受けさせたものと

みなすこととした。 

２ 施行期日 

公布の日から施行する。ただし、改正後の附則第２項の規定中第 11 条第２項に係る

部分は、令和２年３月８日から適用する。 

（ 別 添 ）



３ 留意事項 

（１）本改正は、狂犬病の予防注射の接種時期に係る規定について、今般の新型コロナウ

イルス感染症の発生を踏まえて緩和する特例措置を設けたものであり、当該予防注射

の接種自体を不要とするものではないこと。 

（２）犬の所有者等に対しては、やむを得ない事情が消滅した後は、速やかに犬に狂犬病

の予防注射を受けさせるよう指導すること。 
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